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研究成果の概要（和文）：

震災、水害、火山活動などの各災害における被災者の災害復興政策において、住宅補償・生

業補償の否定という従来からの負の遺産による居住福祉法学的配慮の手薄さは、比較法的考察

からも先進諸国でも群を抜いて目立ち、災害救助法及び被災者生活再建支援法の現状では問題

は山積し、さらに原発リスクにおける安全性チェックの制度的陥穽は事態を深刻化させること

を、３．１１以前に指摘したが、そうした中で東日本大震災が生じ、危惧が的中し、かつその

後の災害復興における居住福祉法学的配慮のなさを指摘している。

研究成果の概要（英文）：
Disaster recovery policy following events such as earthquakes, floods and volcanoes,

and the revitalization of the devastated area, are enormous challenges in Japan, and
this research intends to provide a critical reappraisal of the field. This is necessary
because from a comparative law perspective issues of living welfare and housing have
been neglected most in Japan among the developed countries.
For example, financial aid for houses and occupations lost in these disasters is still

limited in spite of the related legislation. Such policy problems have become especially
apparent in the aftermath of the Tohoku Earthquake.
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１．研究開始当初の背景

本研究の背後には、居住に関する公共的支

援という視角が従来欠落していたという問

題意識に基づく居住福祉学ないし居住福祉

法学の構想があり、その際には、神戸震災に

おける住宅補償の不在とそれを契機とする
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被災者生活再建支援法のたち上げという被

災者体験があり、また中山間地の居住福祉が

平成の市町村合併で危機にさらされ、近時の

度重なる災害がその追い打ちをかけている

ことへの危機意識がある。

２．研究の目的

本研究は、災害復興のあり方を補償・居住

福祉・地域再生との関係で包括的・総合的に

検討しているが、第１に、各種法律による補

償のあり方を総合的に検討し、第２に、従来

の居住福祉法学的視点の欠落に鑑みて、被災

者居住の観点からの災害復興のあり方を見

直し、また第３に、地方自治論ないし被災地

域再生のあり方という側面から、（前記住宅

問題以外に）雇用、医療、教育、消費など被

災者生活の包括的再建・再生のメカニズムの

構築を行う。

３．研究の方法

その際のスタンスとしては、近時の地方自

治論で風靡している新自由主義的なコスト

削減論ないし自己責任論ではなく、市民生活

のシビルミニマムとしての居住の確保とい

う居住福祉学の視座から、社会的弱者（居

住・災害弱者）への包有的（ソーシャル・イ

ンクルージョン的）な公共的支援の方途を示

すというもので、わが法学では基本的に欠落

し、比較法学（とくに日米比較）的には、人

種的・階級的隔離が進む現実に対して批判人

種法学など進歩的議論に多くの示唆を受け

るものである。

また研究手法としては、災害現場における

調査を通じた実践的・経験的手法を重視する

が、文献研究による比較法的な理論的研究も

加味している。

４．研究成果

第１に、震災、水害、火山活動などの各場

合における被災者の災害復興政策における

居住面での批判的考察を加えることにあり、

住宅補償・生業補償の否定という従来からの

負の遺産による居住福祉法学的配慮の手薄

さは、災害救助法による仮設住宅建設、被災

者生活再建支援法の制定・改正後においても、

維持されていて、問題は山積し、被災者支援

の公共的居住福祉支援の弱さを指摘した。

さらにそれに関連して、原発問題、その震

災リスクの重大性、これに対して日本社会の

集団主義的体質も相俟って、その災害対応

（科学的検証を経た上での立地の検討ない

し安全性評価）は従来著しく立ち遅れている

こと（いわゆる原子力村的状況の問題）も３．

１１以前に指摘した。

第２に、そうした矢先に、東日本大震災が

生じて、未曾有の災害復興の課題に直面し、

被災地訪問を通じて、仮設住宅、高台移転な

どにおいても、状況は芳しくなく、被災者コ

ミュニティーは崩壊して、神戸震災の状況に

も類似して、事態は深刻であることを指摘し

た。

また、原子力災害の局面でも、集団転居が

余儀なくされたが、転居と地元復興との自主

選択もなされず、居住福祉支援のメニューに

は偏りがあり、巨額の復興予算の使い方とし

ても、土建工事的な消化が多く（例えば、除

染費用やがれきの広域処理）、被災者の生活

改善に直結する居住福祉関連予算の割き方

が弱いことも指摘した。しかし災害復興会議

などで、本科研の成果は活かされていないと

いう問題は残される。

比較法的研究からも総じて、災害復興にお

ける居住福祉的公共的支援は、未だ弱く、自

己責任的色彩が濃厚である。今回の大震災の

ような場合には、巨額が投じられるのである

が、中山間地の被災者の居住、暮らし、地域

経済の再生に繋がるような予算投下がなさ

れているかは怪しく、居住弱者の救済、被災

地コミュニティーの再生に繋がってもいな

い。原子力災害による損害の広汎さ、その長

期化も未曾有のもので、集団転居のあり方も、

日本全国の紐帯が求められていると言えて、

今後のわが社会の挑戦的課題で、今後の後続

研究につなげたいと考える。

さらには、補償を受けられる福島型原発被

害と天災として基本的に自己責任とされる

岩手・宮城型津波被害との災害復興上のアン

バランスについても居住福祉法学見地から

の再検討をすることも求められていると考

える。

なお関連して、補償問題に繋がる爆撃・毒

ガス攻撃等の都市災害の被災者救済のあり

方についても、併せて考察した。
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